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研究成果の概要（和文）：スウェーデンとフィンランドにおいて高レベル放射性廃棄物処分場への地域受容性が
高い理由として、既存の原子力施設立地地域への立地、問題の「地域化」、原発の所有関係、参加とコミュニケ
ーション、補償と経済振興、国と電力会社の緊密な関係、社会科学の取り込み、政治的プラグマティズムといっ
た要因が考えられる。また、これまでの原子力産業と地域社会の関係性が、処分場の地域受容性に大きな影響を
与えていると考えられる。外形的なプロセスやコミュニケーション手法だけでなく、ナショナルな原子力政策の
構造や地方自治制度の要因と、地域社会における原子力施設の歴史的な受容過程について、明らかにする必要が
ある。

研究成果の概要（英文）：This research revealed causes of strong local acceptance to high-level 
radioactive waste repository in Sweden and Finland: targeting nuclear oases, localization of the 
issue, the ownership structure of nuclear industries, participation and communication processes, 
compensation and economic development packages, strong pro-nuclear coalition, integration of social 
sciences, and political pragmatism. To understand the difference between countries in local 
acceptance to high-level radioactive waste repository, it needs to explore structural and 
institutional causes such as national and international nuclear policies and local autonomy systems.
 It is also necessary to look into how local communities in Japan accepted nuclear power stations to
 understand why they have not been positive to accept high-level radioactive waste repository.

研究分野： 社会学
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１．研究開始当初の背景 
本研究の対象は、高レベル放射性廃棄物

（High Level Radioactive Waste、以下、
HLRW）処分場の立地問題である。東日本大
震災と福島原発事故をうけて、震災がれき、
汚染土壌などの放射性廃棄物の管理・処分は、
日本社会が直面する喫緊の課題となってい
る。特に、使用済核燃料に代表される HLRW
の処分は、一国のエネルギー・原子力政策を
左右する重要問題である。しかし、その解決
は困難を極める。現在、多くの国が地層処分
を検討し、候補地の選定に取り組んでいるが、
アメリカやドイツでは数十年に及ぶ議論の
末に処分場計画は撤回され、日本やイギリス
においても処分場候補地の選定は行き詰ま
りを見せている。本研究は、研究代表者がこ
れまで取り組んできた立地問題研究の知見
を応用・発展させることで、「地域受容性」
を切り口に HLRW 処分場の立地問題を分析
する。それを通じて、HLRW 処分の孕む問題
を明らかにし、解決を模索することが最終的
な狙いとなる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、HLRW 処分場への地域受

容性の相違に影響を及ぼしている要因を明
らかにすることである。地域受容性とは、「候
補地域が示す施設立地への受容の程度」であ
り、関係する住民・自治体の意思形成過程を
通じて表出される。立地問題において、地域
受容性は処分場立地の進捗を左右する重大
な要因である。フィンランドとスウェーデン
では、HLRW 処分場の立地は地元住民・自治
体の高い支持を得て円滑に進められている。
一方、アメリカのユッカ山やドイツのゴアレ
ーベンでは、住民の反対を経て計画が撤回さ
れた。日本やイギリスでは一次的な調査です
ら地域の合意を得られないでいる。では、な
ぜ地域受容性にこのような相違が生じるの
だろうか。この問いに答えることが本研究の
目的となる。 
 
３．研究の方法 
そのために、本研究は多国間比較の手法を

用いる。地域受容性と立地選定の進捗を左右
する要因を見出すためには、異なる結果に至
った複数事例の比較が不可欠である。特に、
地域合意が形成されたスウェーデン、フィン
ランド、立地選定プロセスが停滞している日
本を対象に、事例分析を実施した。手法は、
文献調査と、現地視察及び専門家、関係者へ
の聞き取り調査である。 
また、研究の過程で、スウェーデンとフィ

ンランドでは、既存の原子力施設立地地域が
受け入れに積極的であったのに対して、日本
においては既存の原子力施設立地地域は
HLRW 処分場の受け入れに積極的ではない
のはなぜかという問題意識が生じた。そこで、
浜岡原子力発電所を事例に、特に立地地域で
あり「地元の中の地元」である佐倉地区が、

いかに原発に向き合ってきたのかを明らか
にするために、立教大学共生社会研究センタ
ー所蔵の浜岡原子力発電所関連資料による
文献調査を実施した。 

 
４．研究成果 
スウェーデンとフィンランドは、HLRW 処

分場建設計画が、地域住民の高い受容性を伴
って進行している。そこで、両国の HLRW
処分場に関する特徴について、文献と関係者
及び専門家への聞き取り調査を実施した。 
 
(1)スウェーデン 

2017 年 9 月に、スウェーデンのオスカー
シャムにある地層処理実験施設（エスポ）と
使用済み核燃料の中間貯蔵庫（Clab）の視察
と、建設主体である SKB の職員並びにオス
カーシャム自治体の担当者への聞き取り調
査を実施した。また、この問題について研究
を行っている Urban Strandberg 教授（イェ
ーテボリ大学）とディスカッションを行った。
その結果と文献調査から、スウェーデンにお
いて立地計画が進んでいる主な理由として、
以下の点が考えられる。 
 
①既存の原子力施設立地地域への立地 
 HLRW 処分場の誘致に積極的であったフ
ォルスマルクとオスカーシャムは、ともに既
存の原子力施設の立地地域であり、「原子力
オアシス」（nuclear oases）であった。原子
力産業は 40 年以上にわたって両地域で栄え
ており、住民は原子力に慣れていて、原発関
連産業で働いている住民も多い。原子力発電
所並びに原子力産業への住民の信頼につい
ては、オスカーシャム自治体担当者は信頼が
あると回答したが、SKB の地元コミュニケー
ション担当者は、住民の間には不信感がある
とし、地域住民とのコミュニケーション過程
において原子力発電所と SKB が一緒ではな
いことを説明するのに苦労があった、と回答
した。 
 
②問題の「地域化」（localization） 
いくつかの位相でHLRW処分場問題が「地

域化」されたことが、立地推進に有効に働い
ていたことが推察される。SKB と自治体は使
用済み核燃料処分の問題を中央政府から遠
ざけ、ナショナルな論争となるのを避けよう
とした。また、スウェーデン（及びフィンラ
ンド）は原子力発電を軍事利用から切離して
いる。原子力が核兵器開発と結びつく国では
国民的論争となるのは避けがたいが、スウェ
ーデンでは問題を地域化（localize）すること
に成功したとされる。 
また、スウェーデンの人々は、中央政府は

信じていないが、地方の政治家と自治体職員
は信頼しているとされる。地方自治体は民主
主義の基礎と考えられており、多くの福祉施
設等は自治体によって運営されている。SKB
は、地元の政治家や政府職員の信頼を得るこ



とで、地元の人々への信頼を勝ち取っている。
関連して、スウェーデンにも県（Län）や広
域政府（Lansting）があるが、制度上は使用
済み核燃料処分には関連していない点も、拒
否権行使点が少なく済むという点で、処分場
立地にポジティブに作用している可能性が
ある。 
 
③原子力発電所の所有関係（ownership） 
誰が原子力産業を誰が「所有」しているの

か重要である。オスカーシャムの 4 つの原子
炉は、元々はスウェーデンの南側の自治体が
共同で出資して始まったものであり、原子力
産業は「見知らぬもの」ではなく「私たちの
一部」という意識があるとされる。この点は、
後述するフィンランドの事例とも関連する。 
 
④参加とコミュニケーション 

SKB はプロセスが民主的で、開かれており、
透明であった事を強調している。70 年代のド
リリングには抗議が多発した反省を踏まえ、
自治体の自主性と徹底的な話し合いを実施
したとされる。地域住民にネットワークを持
つ個人を雇用し、仲介の役割を担ってもらっ
たこともあるという。オスカーシャム自治体
も、政府基金によって運営される “local 
competence program”を通じて、SKB の事業
を技術的にも社会的にも精査し、広報活動も
行っている。SKB と自治体のプログラムは絶
えずオープンであり、信頼が醸成されている
という。 
また、「地域化」とも関連して、SKB のフ

レーミングがコミュニケーション過程にお
いて重要だったとされる。一つは、処分場は
スウェーデン国内で発生した廃棄物だけを
受入れる、というものであり、もう一つは、
処分場はその地域の原発からのゴミを受入
れる、というものである。いわば、「自国内
処理」「自地域内処理」のフレームが、上記
の点と関係しながら有効性を発揮したと考
えられる。 
 
⑤補償と経済 
処分場がもたらす補償と経済効果も重要

である。処分場は地元に雇用をもたらす。ま
た、エスポはオスカーシャムの最大の観光資
源でもあり、最終処分場ができれば海外から
視察旅行が期待できる。SKB は、道路建設や
教育プログラムの支援など、二つのコミュニ
ティにかなりの投資をしている。SKB と政治
家の間で政治的な取引により、Added value
（補償）の 25％がフォルスマルクに、75％
がオスカーシュハムンに入るという。 
 
(2)フィンランド 
 フィンランドの HLRW 処分場問題につい
ての特徴は、文献調査、並びに 2016 年 3 月
のフィンランド訪問と 2018 年 3 月に開催し
た 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム に お け る Tapio 
Litmanen 教授（ユバスキュラ大学）との議

論から、主に以下の点が考えられる。 
 
①国と電力会社の緊密な関係 
フィンランドでは、国と原子力産業が比較

的近い関係にあり、強力な原子力推進同盟が
形成されているという。林業、パルプ・製紙
産業、金属、化学産業などのエネルギー集約
的な産業が輸出産業とともに重要な位置を
占めており、産業、政府、労働組合が、原子
力を支持する共通の利害関係を形成してい
る。 
 
②電力会社の所有関係 
上の点には、電力会社の所有関係が大きく

影響している。パルプ・製紙産業と Fortum 
Power and Heat ltd は、Teollisuuden Voima 
ltd (TVO)の最大の所有者であり、フィンラン
ド政府は、Fortum Consortium の最大の所
有者である。以上の所有関係が、①の緊密な
関係の背後には存在している。 
 
③社会科学の取り込み 

HLRW 処分場問題の解決に向けて、社会科
学的な研究が多く実施されている。HLRW 処
分場問題の段階に応じて、1970 年代中頃か
ら 1980 年代前半、1980 年代中頃から 1990
年代中頃、1990 年代中旬以降といった時代
区分ごとに、多くの社会科学的研究が実施さ
れており、知見が積み上げられてきたという。 
 
④政治的プラグマティズム 
政治文化的な側面から、Litmanen 教授が

特に強調したのが、フィンランドの政治家、
政府組織、専門家、一般市民の間で浸透して
いるという、政治的プラグマティズムである。
政治的プラグマティズムは、 reality を
ideology より重視する現実主義であり、妥協
する意思、効用原理とすべてのグループの利
害にかなう解決策の模索を重視する考えで
ある。また、科学と専門家、政府機関、法律、
規範、メリットクラシーへの信頼、民主主義
と福祉国家的構造への信頼も、フィンランド
の政治的プラグマティズムの特徴であると
される。 
 
(3)考察 
これまで、HLRW 処分場問題の解決におい

ては、市民・住民参加、補償、透明性、信頼
性、ボランティア・アプローチに代表される
ような自主性、あるいは段階的アプローチの
重要性が強調されてきた。今回の研究から、
こうした要素は HLRW 処分場の地域的受容
性に影響を与えている可能性が高いものの、
より制度的・構造的な要因に目を向ける必要
性が明らかになった。例えば、ナショナルな
原子力政策の構造である。上述のようにスウ
ェーデンとフィンランドに共通の特徴は、原
子力政策が軍事利用と切り離されている点
にある。日本、インド、イギリス、アメリカ、
フランス、ドイツでは原子力発電所は軍事と



平和利用両方の側面を持っており、原子力産
業は絶えず核兵器開発と結び付けられる。ま
た、立地プロセスの制度上の相違も重要であ
る。フィンランドは、事実上、基礎的自治体
であるクンタ（kunta）による一層制の地方
自治制度であり、スウェーデンには県（Län）
や広域政府（Lansting）があるが、制度上は
使用済み核燃料処分には基礎的自治体しか
関与していない。日本、イギリス、アメリカ
では、基礎的自治体で誘致あるいは受け入れ
に積極的な姿勢を示しても、広域自治体レベ
ルでの合意形成ができず、頓挫しているケー
スが見られる。こうした原子力政策上の構造、
地方自治制度の違いが、HLRW 処分場立地政
策の成否にも影響を与えている可能性が高
い。加えて、スウェーデンとフィンランドの
共通点は、既存の原子力施設立地地域が
HLRW 処分場を受け入れている点である。一
方、日本においては、既存の原子力コミュニ
ティは HLRW 処分場の受け入れに積極的で
はなく、これまでの原子力産業と地域社会の
関係性が HLRW 処分場の地域受容性に影響
を与えていることが考えられる。 

 
(4)浜岡原発と地域社会 
そこで、浜岡原子力発電所を事例に、立地

地域であり「地元の中の地元」である佐倉地
区が、いかに原発に向き合ってきたのかを明
らかにするために、立教大学共生社会研究セ
ンター所蔵の浜岡原子力発電所関連資料に
よる文献調査を実施した。 
浜岡原発をめぐる地元の意思形成におい

ては、佐倉地区の動向が重要な位置を占めて
きた。浜岡原発は御前崎市（旧浜岡町）の佐
倉地区に立地しており、佐倉は「地元の中の
地元」として、増設を中心とした地元同意の
プロセスと、それに伴う協力金や地域開発関
連予算の配分において特別な位置を占めて
きた。佐倉地区には、浜岡原子力発電所佐倉
地区対策協議会（佐対協）という住民組織が
存在し、1968 年の発足以来、浜岡原発に関
して浜岡町や中部電力との交渉を担い、協力
金の受け入れとその使用を取り仕切ってき
た。本研究では、佐対協と「佐倉の優位性」
という概念を軸に、協力金をめぐる交渉過程
を明らかにした。 
佐対協は、発足時は浜岡原発のために土地

を供出した地主を中心とした組織であった。
しかし、3 号機増設の交渉が行われた 1970
年代後半には、佐対協の組織運営への批判が
高まり、1978 年 9 月に改組委員会が設けら
れ、新規約のもとで新体制が発足している。
「佐対協の構成は佐倉住民の意思によって
直接または間接に選ばれたものにする」とい
う方向で改組がなされ、それまで「学識経験
者」という名目で加わっていた元地主代表が
協議会委員から外されている。現在は、会長
1 名、佐倉地区町内会長 4 名、佐倉地区各町
内会選出 12名の計 17名で協議会役員が構成
されている。また、顧問（元浜岡町長）及び

相談役（元議員、会長経験者）が存在し、地
区市議会議員とともに、「協議会の役員会に
会長の要請により出席することができる」も
のとされている。 
 佐対協の活動は多岐にわたる。まず、浜岡
原発に関する交渉・連絡における窓口として
機能してきた。次に、浜岡原発に関わる協力
金・地域振興費の受け入れ先となったのも佐
対協であった。佐対協の基金残高は、1980
年までは概ね 2 億円から 3 億代半ばの間で推
移しているが、3 号機の協力金の受け入れが
始まった 1981 年から急激に増加していき、
1984 年には 10 億円を超え、1988 年には 20
億円に達している。また、佐対協はこうした
協力金を用いて様々な事業を実施している。
例えば、1980 年代半ばにおいては、町の公
共土木事業における地元受益者負担の立替
払い、潰地上乗代金の支払い、町内会小土木
事業、防犯灯設置、防火用水へのコンクリー
ト蓋の設置、ごみ小屋の設置、環境整備、及
びコミュニティ事業、町内会や各団体の運営
への補助金の支給、といった事業を行ってい
る。その他にも、佐倉サービスセンターの設
立、防災センター、教養センター、佐倉自然
公園の設立や、灌漑事業、下水道事業、桜ヶ
池慰霊碑や「協力の碑」の建立、「佐対協だ
より」の発行、他地域の視察など、様々な事
業に関わっている。 
浜岡原発の増設に関する地元意思決定と

協力金・地域振興費の配分において、佐倉は
特殊な位置を占めるべき、と考えられてきた。
すなわち、佐倉は「地元の中の地元」であっ
て、浜岡原発に伴う利益（協力金など）は佐
倉に優先的に配分されるべき、と考えられて
きた（「佐倉の優位性」、あるいは「佐倉の特
殊性」）。実際に、「原発に伴う利益は佐倉に
優先的に配分されるべき」という考えに基づ
き、佐倉は浜岡町の他地区よりも多くの利益
を享受してきた。2 号機増設の際には、特別
地区振興費 5 千万円を受け取っており、3 号
機増設時には地域性加算として 2億 395万円、
4 号機増設時には特別上乗分として 1 億 5 千
2 百万円、地区特殊性と感謝として 1 億円を
受け取っている。また、上で触れた中部電力
直入の協力金が、3 号機の際には敷地造成の
迷惑料として 6 億円、着工条件として 7 億 4
千万円が、4 号機の際には地域振興協力金と
して 5 億円が佐倉に流れている。 
「佐倉の優位性」は、「原子力施設に重大

な変容がある場合は佐倉の了解を取るべき」
という、浜岡原発に関する同意権と一体の関
係にある。その裏付けとして、浜岡町と佐対
協の間に交わされた 2つ確認書が存在してい
る。一つは、1971 年 1 月 18 日の確認書で、
2 号機の増設をめぐる交渉の中で交わされた
ものである。この確認書の第 5 項と 7 項によ
り、浜岡町が佐対協の了解を得ながら 2 号機
の交渉を進めること、そして 2 号機の後も浜
岡原発に関連する重大事項には佐対協の了
解が必要となることが確認されている。同様



の確認書は、3 号機増設交渉中の 1978 年 10
月 20 日にも取り交わされている。この確認
書の第 1 項と 6 項により、浜岡町が 3 号機増
設に同意するには佐対協の了承が必要であ
り、将来においても原子力発電所関連事項に
ついては佐対協の要求を重視することが確
認されている。 
こうした「佐倉の優位性」の根拠となって

いるのが、「犠牲の物語」とでもいうべき認
識である。「佐倉の優位性」の背後には、佐
倉は町の発展のために先祖代々の土地を手
放したことや、代替地問題で他地区が手を差
し伸べてくれなかったという「犠牲の物語」
がある。これにより、浜岡原発の増設に関す
る地元意思決定と協力金・地域振興費の配分
において、佐倉が特殊な位置を占めることが
正当化されている。 
 佐倉の「犠牲の物語」は、浜岡原発の危険
性をめぐる言説とも関係している。資料では、
折に触れて原子力発電所の危険性に言及さ
れている。また、スリーマイル事故の後には、
日本でも事故が起きる可能性に言及してい
る。チェルノブイリ事故の後に町長宛に書か
れた要請文（未提出）でも、4 号機増設了承
を撤回すべきとしている。しかし、その一方
で、佐対協は安全性を不安視する住民がいて
も 5号機の際を除いて基本的に増設を推進し
てきた。3 号機と 4 号機の増設時も、原子力
発電所の危険性について触れられているが、
危険性の指摘は佐倉の「犠牲の物語」に回収
され、より多くの協力金や地域振興策を引き
出すための交渉の一部となっている。 
 また、浜岡原発 1 号機から 4 号機までの建
設に際して、佐対協は計 30 億円を超える協
力金・地域振興費を受け取っているが、この
うち、中電直入分のかなりの部分が公表され
ていなかった。それは他地区の「佐倉の優位
性」への不満を警戒してのことであった。旧
浜岡町は、1955 年に池新田町、朝比奈村、
比木村、佐倉村、新野村の 1 町 4 村が合併し
て誕生している。浜岡町の他地区の間には、
佐倉が優遇されることへの不満が存在して
いた。3 号機や 4 号機増設時の町政懇談会に
おいては、佐倉のみが優遇されることへの不
満が噴出している。佐対協が中部電力からの
協力金を公表しなかったのは、こうした他地
区の不満が佐倉の不利益にならないように
するためであった。3 号機増設をめぐっては、
中部電力が着工と切り離して増設予定地の
敷地をあらかじめ造成したいと申し入れを
し、敷地造成と着工を別に考えることをめぐ
って佐倉内部で議論がされている。結果とし
て、敷地造成と着工を切り離して考えること
はおかしいと認めながらも、佐対協はこれを
受入れている。ここには、佐倉への他地区か
らの批判がある中で、「佐倉の優位性」を確
保するために苦心する佐対協の姿が垣間見
られる。佐対協は敷地造成をめぐる中部電力
との交渉によって協力金 6億円を引き出して
いるが、他地区に知られることが佐倉の不利

益になることを警戒して、佐対協の中でも一
部の人間を除いて金額を伝えていない。 
 他方で、中部電力と浜岡町は「佐倉の優位
性」に慎重な態度を示している。1978 年 12
月 22 日に佐対協、中部電力、町長で行われ
た 3 号機の着工条件についての交渉で、中部
電力は協力金の出し方について懸念を示し
ている。中部電力は、佐倉を優遇することが
町全体の調和を乱すことを警戒し、協力金の
出し方次第で反原発運動やマスメディアに
批判されることを恐れている。また、中部電
力は協力金を個人配分することにも慎重な
姿勢を示している。佐対協は、4 号機増設の
交渉において、地主への協力金の個人配分を
検討している。しかし、中部電力は佐倉に「感
謝している」とする一方で、個人配分には難
色を示している。町長や町議会議長も中部電
力と佐対協の秘密交渉に積極的ではなかっ
たことがうかがえる記録も存在している。町
長と正副議長は、佐対協と中部電力が裏で直
接交渉することが問題になることを懸念し、
「佐倉の優位性」を確保したいのであれば町
を経由して施設建設や迷惑料の形で出すこ
とを勧めている。 
 
(5)今後の課題 
 本研究は、国際プロジェクトを発足させる
ことで HLRW 処分場問題の国際比較研究を
目指したものであったが、期間中には発足に
いたることができず、主にスウェーデンとフ
ィンランドの事例研究と比較から、HLRW 処
分場の地域受容性に影響を与える要因につ
いて検討するにとどまった。しかし、スウェ
ーデンの Urban Strandberg 教授、フィンラ
ンドの Tapio Litmanen 教授とのネットワー
キングにより、今後の国際共同研究への糸口
を得た。特に、Litmanen 教授とは、HLRW
処分問題の国際比較プロジェクトの立ち上
げについて継続的に検討している。 
また、日本の原発と地域社会の関係につい

て、浜岡原発を事例に、佐対協に注目して分
析した。佐対協は、現在でも浜岡原発につい
ての佐対協の権限は強いと主張しているが、
5 号機増設不同意の際に確認書が反故にされ、
なし崩し的にその後は同意権がなくなり、佐
対協はかつてのような力を失っているとい
う声もある。御前崎市も表立っては「優位性」
認められないとの立場であり、「地元の地元」
だという思いはあるものの、住民の意見を順
位付けするようなことは市としては明文化
できず、佐倉地区が浜岡原発に近いというだ
けで特別に便宜をはかるのは難しいという
見解を示している。本研究が依拠した浜岡
原子力発電所関連資料は主に 3 号機、4 号
機、及び 5 号機の交渉過程を中心としたも
のであり、5 号機への反対意見書の取り下
げ以降にどのような交渉がなされたのかは
不明である。そのため、「佐倉の優位性」が
どのような推移をたどり、浜岡原発と地域
社会が現在どのような関係を結んでいるの



かを明らかにするためには、その他の文献
資料や関係者への聞き取りに基づく、さら
なる調査が必要である。 
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